
議案第５０号 

 

 

   指定管理者の指定の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，

次のとおり指定管理者の指定を変更することについて，市議会の議決を求める。 

 

 

  令和７年６月１３日提出 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 指定管理者の指定について（令和２年１２月１８日議決）の表中 

「 

三次市東酒屋水

泳プール 

鹿児島県鹿児島市宇宿二

丁目１８番２７号 

みよし地域協働・コミュ

ニティ形成パートナーズ 

株式会社セイカスポーツ

センター 

代表取締役 玉川 文生 

令和３年４月１日から

令和９年３月３１日ま

で 

                                  」を 

「 

三次市東酒屋水

泳プール 

鹿児島県鹿児島市宇宿二

丁目１８番２７号 

みよし地域協働・コミュ

ニティ形成パートナーズ 

株式会社セイカスポーツ

センター 

代表取締役 玉川 文生 

令和３年４月１日から

令和７年６月３０日ま

で 

                                  」に

改める。 

 


